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受　　付 日曜日

担当課 環境対策課

ＮＯ．
排水溝の清掃について

要望・意見

下水の整備に力を入れてほしい。
下水の清掃に市全体で取り組めないか。
・他市（高知市）と比べて、排水溝の掃除が徹底しておらず、住宅の増加に伴って、蚊が
急激に増加した。
・年に2回の一斉清掃では、缶やゴミ拾い、草引きを実施。
・市役所だけではなく、住民が率先して掃除を行うべきであると思っているが、西上野地
区だけでなく、香南市全体で、排水溝の清掃に取り組めないだろうか？

対応状況等

上野・深渕北まちづくり自治会地区懇談会で意見聴取平成30年5月27日

上野・深渕北まちづくり自治会地区 1

【地域への回答内容】

（農林課）
・公共下水は、国土交通省や農林水産省で地区等が決定される。その区域外は合併浄
化槽対応。
・管を引くお金は莫大で、財政的に難しい。
・排水については、香南市は雑排水のみ(雨水はそのまま河川へ）

(環境対策課)
・一斉清掃の内容は各地域に一任しているため、各地区で話し合いを。
・出た土砂は6月・12月に回収可能。
・市内全域への、排水溝の清掃については、呼びかけ・啓発を行っていく。

－後日回答－
【環境対策課】
今後、広報などで一斉清掃のお知らせを行う際に、清掃場所等の表現を工夫し、排水溝
の清掃についても呼びかけを行う。



受　　付 日曜日平成30年5月27日 上野・深渕北まちづくり自治会地区懇談会で意見聴取

担当課
建設課
地域支援課

要望・意見

排水溝の清掃に際し、溝板の上げ下ろしの支援は何かあるか。
・排水溝の清掃もしたいと思うが、住民が高齢化し、溝板の上げ下ろしができない。

対応状況等

ＮＯ．
排水溝の溝板について

上野・深渕北まちづくり自治会地区 2

【地域への回答内容】

(建設課）
・溝板をあげる道具が建設課にあるため、一度それを使用して行い、やはり難しければ、
教えてほしい。
・また、今後の取り組み予定として、モデル地区を設定し、業者が溝板をあげ、住民が清
掃するというような案もある。

－後日回答－
【建設課】
一斉清掃等で蓋を上げることが困難な場合事前に建設課に連絡して頂きたい。また、そ
のような地区の数が多い場合には年度で地区を指定して蓋の上げ下ろしを市が行い、
清掃作業は地域で行っていただく等の対応策を検討します。



受　　付 日曜日平成30年5月27日 上野・深渕北まちづくり自治会地区懇談会で意見聴取

上野・深渕北まちづくり自治会地区 3

対応状況等

担当課 地域支援課

【地域への回答内容】

(地域支援課)
・地区ごとの町内会長を集めた会は、開催可能である。

(市長)
・会合後の飲みニケｰションというのもある。それにより多くの案が浮かんだり、交流・親
睦にもなる。
・懇談のフィードバックを住民に行っていくと有効。

－後日回答－
(地域支援課）
町内会の活動はそれぞれの地域のルールで運営されております。町内会長の役割、共
通認識については、各地域で温度差がありますが、市からお願いしたいことや、町内会
加入促進のＰＲチラシ作成のお手伝いなど、市で協力できることは、お手紙等で周知しま
す。

ＮＯ．
町内会長の役割について

要望・意見

町内会長の役割について。
・住民の関心が低く、会や自治会のバス研修も人が集まらない。
・前任者からの引き継ぎも殆どなく、町内会長として何をしたらよいのかも分からなかっ
た。
・手当も出ているため、しっかりと町内会長の役割の共通認識が必要では。
・地区ごと（ex深渕地区の5人の会長）で、会合が開けないか。



受　　付 日曜日平成30年5月27日 上野・深渕北まちづくり自治会地区懇談会で意見聴取

上野・深渕北まちづくり自治会地区 4

担当課 建設課

ＮＯ．
道路の危険個所について

要望・意見

道路の危険箇所の確認をしてほしい。
・西上野公民館の前を北向きに行く道路が、陥没している部分がある。車での交通でも
危険であり、また通学路ともなっているため危険である。
・西上野公民館前を南向きに行く道路は、農道ではあるが、住宅の増加に伴って交通量
も増加している。

対応状況等

【地域への回答内容】

(建設課)
・現場確認し、状況により方策等あれば、対応します。

－後日対応－
【建設課】
・陥没箇所は後日補修済み。
・道路拡張は現時点では考えていません。



受　　付 日曜日平成30年5月27日 上野・深渕北まちづくり自治会地区懇談会で意見聴取

上野・深渕北まちづくり自治会地区 5

ＮＯ．
農業用水路の維持管理について

要望・意見

農業用水路の維持管理について。三叉から300ｍぐらいにある水路の修理をしてほし
い。また担当課はどこか。

対応状況等

担当課 農林課

【地域への回答内容】

（農林課）基本的に農業用水路は、市からの補助金により水利組合が対応している。Ｈ２
８年に市へも話が挙がっており、議会でも取り上げられている。即対応が難しく補助金を
探しており、今年になって該当しそうな補助金が出てきたので県に確認した所、防災減災
という関係がついていたらとのことだった。現段階では測量をするように計画を立ててい
る。担当は農林課。

（市長）一度に行うのは難しいが、市の基本方針としては対応をしていく。



受　　付 日曜日平成30年5月27日 上野・深渕北まちづくり自治会地区懇談会で意見聴取

担当課 建設課

ＮＯ．
父養寺遊歩道の草刈りについて

要望・意見

父養寺の遊歩道の草刈りは今年もするのか。全部きれいに刈らなくていいのでやってほ
しい。

対応状況等

【地域への回答内容】

状況を見ながら定期的に刈るようにする。地元でも刈ってもらい、出来ない所を市でやる
ようにするので、こちらが気付かなければまた言って頂きたい。

－後日回答－
【建設課】
健康対策課からの要請でも刈っているが、状況により刈りますが、気づかないときには
連絡していただきたい。

上野・深渕北まちづくり自治会地区 6



受　　付 日曜日

ＮＯ．
産廃処理場について

要望・意見

産廃処理場の候補地となった理由と経緯について聞きたい。

対応状況等

担当課 環境対策課

平成30年5月27日 上野・深渕北まちづくり自治会地区懇談会で意見聴取

【地域への回答内容】

県より日高村の産廃処理場が予定よりも早く満杯になるので、早急に次の候補地をとの
ことだった。100程の候補地がだんだん絞られ、その内の１つが香南市となったということ
で、市も把握出来ていなかった。今までの色んな経過を鑑みても地域の方に理解しても
らうのはなかなか難しいと思っている。県はこの１・２年で最終的な候補地を決めたいと
いう事であるが、一番に尊重するのは地域の合意形成であるので、市としても対応でき
る所はしていきたい。

上野・深渕北まちづくり自治会地区 7



受　　付 日曜日

上野・深渕北まちづくり自治会地区 8

担当課 福祉事務所

ＮＯ．
民生委員の制度のあり方について

要望・意見

民生委員の制度の在り方について。ずっと、西上野の者ばかりになっている。知っている
者へ次をお願いするから。適任な者を選出する努力をしないで知っている者にお願いす
るのはどうなのかと思う。その辺りの市の考えを聞きたい。次の人を見つけられないと、
いつまでも自分がやらないかんという不安がある。

現在民生委員をしているが、実際次の人が見つからないと辞められない状況ではある。

対応状況等

平成30年5月27日 上野・深渕北まちづくり自治会地区懇談会で意見聴取

【地域への回答内容】

（福祉事務所）民生委員の定数は県の条例で決まっている。３年に１回、任期やエリアの
更新があり、その際に見直しを行っている。民生委員の仕事は、地域の方の個人情報も
知ることになるので誰にでもお願い出来ることではないと考える。担当エリアの中で話し
合って選出してもらいたいと思う。

（市長）昔と比べ民生委員の仕事は増加し、なり手もいないことが他でも問題になってい
る。選出の仕方は現民生委員や市職員が直接本人に伺ったり、地域で話し合ったりと
色々あると思う。市が合併し範囲が広がったため人が分からず、知っている方にお願い
しているのも実状。市としては民生委員はなくてはならない存在であるので柔軟に対応し
ていきたい。
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